
３－１ 水需要

1）過去 10年間の給水人口及び給水量 

 給水人口は、近年、少子・高齢化の影響からか、増加率が低下しています。平成25

年度末の給水人口は、83,534 人であり、平成 16 年度の 75,957 人に比べ 7,577

人増加しています。 

 給水量は、節水型機器（洗濯機や食器洗い乾燥機など）の普及や節水意識の高揚に

伴い微増で推移しており、平成 25 年度の一日最大給水量は、24,021m3/日になっ

ています。 

 今後も、社会・経済情勢の大きな変化が見込めない中で、少子・高齢化の進行に伴

う給水人口の増加率低下や節水型水使用機器のさらなる普及など、大幅な需要増加は

見込めず、給水収益の減少が懸念されています。 

したがって、独立採算性を原則とする水道事業では、健全な事業経営の確保が課題

になっています。 

図 3.1 筑紫野市水道事業の給水人口及び給水量の実績

【用語説明】

※1一日最大給水量：年間の一日給水量のうち最大の水量。 

※2一日平均給水量：給水区域全体で一年間に使用した水量を年間日数で割った水量。
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【主な課題】

○人口増加率の低下、節水型機器の普及、節水意識の高揚に伴う給水量

の伸び悩み

○無効水量（漏水など）の減少に向けた対策検討

２）過去10年間の一日平均給水量の内訳 

 一日平均給水量の内訳は、生活用使用水量、業務・営業用使用水量、その他使用水

量、無収水量※1および無効水量※2になります。直近5年間の実績変動では、生活用が

微増、業務・営業用が減少、工場用が減少、その他が微減の傾向を示しています。一

方、無効水量は、平成 20 年度以降、緩やかな減少傾向を示しており、老朽管路の更

新成果が見受けられます。 

図 3.2 筑紫野市水道事業の一日平均給水量の内訳実績

【用語説明】

※1無収水量：管洗浄用及び消防用水などの料金徴収しない水量。 

※2無効水量：漏水などの水量。 
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３－２ 水道施設

 本市の水道事業の給水区域と主要な水道施設の位置を図3.3 に示します。 

第３章 水道事業の現状と課題

図3.3 筑紫野市の水道事業の給水区域と主要な水道施設位置のイメージ図

←阿志岐配水池 

(PC 構造、Ve＝3,150m3)

常松浄水場から送水し、阿志岐地区、

天山地区などの配水拠点です。
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【主な課題】 

○老朽化した水道施設の効率的かつ計画的な更新 

○第 6次拡張事業（平成16年度～平成29年度）の推進

１）水道施設の老朽化 

 本市の水道施設の中には、建設後 30 年以上が経過した施設もあり、老朽化に伴う

機能の低下が懸念されています。老朽化した水道施設は、限られた財源の中で配水管

路の布設替に重点をおいて継続的な更新を行ってきました。今後、恒久的に安定した

運用を行うためには、施設の老朽化状況を踏まえ、効率的かつ計画的に更新していく

ことが課題になっています。

第３章 水道事業の現状と課題

山口浄水場 緩速ろ過池（1970年供用開始） 

山口配水池（1970年供用開始） 
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【主な課題】 

○水需給バランスのとれた水源計画と配水区域の見直し

２）水源施設 

（1）水源水量 

 本市の水源は、水呑ダムと常松水源の自己水源と、福岡地区水道企業団、山神水道

企業団からの浄水受水です。 

表 3.1 各水源の計画取水量 

水系 水源名 
計画取水量 

（m3/日） 
備考 

福岡 福岡地区水道企業団 16,900 浄水受水 

山神 山神水道企業団 7,100 浄水受水 

常松 常松水源 3,900 自己水源 

山口 水呑ダム  4,000 自己水源 

計 31,900 

 自己水源と浄水受水との比率は、計画取水量ベースで 2：8 程度であり、本市の水

源は、浄水受水への依存度が高いことが分かります。浄水受水のうち福岡地区水道企

業団の水源は、筑後川水系に75%以上依存していることから、平成6～7年の渇水で

は、一時的に受水量カットになり、給水への影響（時間断水）がありました。 

 山口浄水場の水源である水呑ダムは、堆砂量の増加から、有効貯水量の減少が懸念

されています。 

第３章 水道事業の現状と課題
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←山神ダム 

(有効貯水量：2,800 千m3)

水呑ダム→ 

(有効貯水量：85千m3)

（２）水源水質 

平成 16 年 4 月、水道水の安全性や信頼性を確保するために、水質基準を、逐次、

見直しができるように水道法が改正されています。水質基準は、人の健康の保護や生

活上の不都合を生じるおそれの視点から、必要な項目の全てが設定されています。ま

た、水質基準として設定するに至らない水質管理上留意すべき物質も、水質管理目標

設定項目として位置づけられています。いずれの指標も、水道により供給される水に

適用されるものです。 

本市の水源のうち浄水受水は、福岡地区水道企業団の牛頸浄水場、山神水道企業団

の山神浄水場において、原水水質に適する浄水処理をそれぞれ行われており、良好な

水質で安定した受水が可能になっています。一方、自己水源は、常松水源と水呑ダム

です。常松水源は、降雨の影響から濁度上昇などの影響を受けやすく、また、水呑ダ

ムは、ダム集水域の地質など自然環境や高温期に生じる水温躍層※1の影響から、季節

ごとに水質が変化しています。 

【用語説明】

※1水温躍層：夏季に太陽により温められた表層水と冷たい深層水の間に存在する急激に水温が変化して

いる層のことです。

第３章 水道事業の現状と課題
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【主な課題】

○残留塩素の適正化など水質管理の継続的な実施

３）浄水施設

近年、水道水に対する利用者のニーズが多様化・高度化し、水質に対する関心が高

まり、安全で信頼できる水道水の供給が求められています。

 これまで市内の水道水の水質は、水質基準値を超過することなく、この基準を遵守

してきました。今後は、原水水質の変化に追従できる浄水施設の整備とおいしい水を

供給していく視点から残留塩素濃度などの適正な管理が課題となっています。

第３章 水道事業の現状と課題

← 次亜塩素注入機（原田ﾆｭｰﾀｳﾝ配水池） 

山神水道企業団から受水している浄水の残

留塩素濃度を測定し、必要に応じて、次亜塩

素酸ソーダを追加しています。

次亜塩素酸ソーダ貯留槽 → 

（天拝坂中央配水池）  
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４）送・配水施設（水供給システム）

（1）配水池 

 配水池は、浄水を貯留するための重要な拠点施設であり、平常時の給水量の時間的

な変動を吸収・調整すること、また、地震などの災害時における緊急給水拠点や不測

の事故発生時の断水リスクを低減することなどの役割があります。一般的に配水池の

容量は、その配水池が負担する計画一日最大給水量の 12 時間（滞留時間 12 時間）

分以上を確保することが望ましいと言われています。

本市の配水池の滞留時間は、全体で 16.7 時間分程度であり、概ね安定した配水運

用が可能と評価できます。しかし、各配水池の滞留時間での評価は、社会情勢や人口

動態の変化による需給バランスの悪化から、一部の配水池で容量の過不足が見られ適

正な滞留時間を確保できないことが課題となっています。 

表 3.2 各配水池の一日最大配水量実績と滞留時間 

水系 配水池名 
配水池容量 

（m3） 

平成25年度実績 

備 考 一日最大配水量 

（m3/日） 

滞留時間 

（h） 

福岡 

天拝坂高区配水池 750 1,005 17.91  

天拝坂中央配水池 6,320 10,885 13.93  

天拝坂低区配水池 520  送水ポンプ井 

山神 ニュータウン配水池 3,000 3,131 23.00  

常松 

阿志岐配水池 3,150 2,000 37.80  

筑紫野団地配水池 250 467 12.85  

原配水池 1,400 940 35.74  

山口 山口配水池 1,340 3,007 10.70  

小 計 16,730 

第３章 水道事業の現状と課題
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【主な課題】

○送配水施設（構造物）の適正な容量確保とその配置検討

○老朽化施設（構造物・管路）の更新と合わせた耐震性、機能性の向上
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（2）管路 

 本市の全管路延長は、約430kmに達しています。 

給水開始後 50年程度が経過している本市は、段階的な管路更新を行ってきた結果、

全延長に占めるダクタイル鋳鉄管の比率が 80％程度になっています。また、口径別

の延長比率では、配水支管であるφ50～φ150の合計が全体の80％程度を占めてい

ます。 

 配水管の管種別延長比率は、ダクタイル鋳鉄管（DCIP）の非耐震型が約75％で最

も高く、次いで、硬質塩化ビニル管が約 15％です。ダクタイル鋳鉄管（耐震型）は

直近 4 年間で布設延長が延びていますが、鋼管（SP,GP,PVS,NCP）の布設延長は、

平成22年度以降減少しています。 

図 3.8 筑紫野市の管種別・口径別延長比率（平成25年度） 

第３章 水道事業の現状と課題
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３－３ 給水サービス

１）給水サービス 

 水道事業の目的は、いつでも安全で良質な水道水を利用者に安定して、必要とされ

る量を供給することです。近年は、利用者ニーズが多様化・高度化しており、このニ

ーズを的確に把握し、その対応を図るサービスの提供が必要となっています。将来に

わたって良質な水道水を提供していくためには、給水装置からの漏水対策など水道事

業体と利用者とが、相互に協力して対応していくことが課題となっています。

利用者からの協力を得るためには、利用者に図 3.11 に示す給水装置の所有および

管理区分を理解していただくことが必要であり、今後も継続して給水装置に関する情

報を提供していきます。

図3.11 給水装置の所有および管理区分 

第３章 水道事業の現状と課題
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【主な課題】

○給水装置の所有区分の周知と適正な維持管理 

○貯水槽水道への対策強化 

○直結給水方式の区域拡大への検討（貯水槽水道を減少）

２）貯水槽水道※1への対策強化と直結給水システム※2の拡大

有効容量が10m3を超える規模の貯水槽水道に対し、年1回の清掃、水質検査の実

施が、従前から水道法で定められていました。平成 14 年 4 月の水道法改正に伴い、

貯水槽水道の規模に関わらず、水道事業者と貯水槽水道の設置者の責任が給水条例に

明記され、水道事業者が設置者に対し維持管理面の指導、助言、勧告などを行うこと

が可能となっています。市への報告義務はありませんが、必要に応じ受水槽管理者へ

の適切な指導を行うなどにより、安全性を高めていくことが必要です。さらに、10m3

以下の貯水槽水道の設置者についても、本市が供給規定に基づき、指導、助言及び勧

告を行うことで、今後、積極的に関与していきます。 

一方、本市は、給水区域内の配水管内で所定の水圧を確保できる箇所について、直

結給水システム※2の導入を検討しています。近年、3 階建ての一戸建て住宅も普及し

はじめており、直結給水に必要な配水管内の最小動水圧を確保できる区域を拡大する

ため、配水区域の見直しと配水管網の整備が課題となっています。 

【用語説明】

※1貯水槽水道：ビルやマンションなどの建物内に設置されている受水槽以降の給水設備の総称のこと。

※2直結給水システム：配水管から引き込んだ水が受水槽を経由せず、直接給水する方式のこと。 

※3最小動水圧：水圧には、水の流れが止まっているときの静水圧と、水が流れているときの動水圧があ

り、動水圧で最も低い圧力のこと。

第３章 水道事業の現状と課題
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３）事業経営

（1）経営 

地方公営企業法※1の適用を受ける水道事業は、企業の経済性を発揮するとともに、

公共の福祉を増進することを経営の基本原則としています。事業経営にかかる経費は、

原則として企業経営に伴う収入をもって充当するものとされています。つまり、水道

事業は、原則として独立採算で運営されており、給水サービスの代価である水道料金

収入などを財源に、取水から給水までにかかる費用や施設整備にかかる費用を賄って

います。

 本市の給水普及率は 88％程度であり、豊富かつ清浄な地下水があり給水区域内で

あっても飲料水を自家用井戸で賄っている家庭もあることから、近隣の同規模水道事

業に比べてやや低い値となっています。今後、五ヶ山ダムの供用開始に伴う受水増量

を計画していることから、受水費の増大が収益性を悪化させる要因になると考えられ

ます。また、量から質への転換を求められる中、水需要の低迷による料金収入の減少

や老朽化施設の更新費用の捻出などに直面することとなります。

       収益的収入                   収益的支出 

図 3.12 筑紫野市水道事業 収益的収入と収益的支出の内訳（平成 21～25年度決算） 

【用語説明】

※1 地方公営企業法：地方公営企業法では、第 2 条第 1 項で、水道事業（簡易水道事業を除く）は

全部この法の適用事業（法定事業）としており、地方公営企業は、住民の福祉の増進（公共性）

と独立採算の原則のもと、経済性の発揮（経済性）を経営の基本原則としている。 

第３章 水道事業の現状と課題
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図3.13 筑紫野市水道事業 過去 5年間の給水原価※1の内訳（平成21～25年度決算） 

（2）料金 

水道料金は、安定した水源を確保するため、これまで広域的な水源開発に参画とそ

の供用開始に伴い、必要に応じて、水道料金の見直しを行っています。水道料金は、

使用水量の少ない利用者の負担軽減と収益の確保を念頭に、口径別の基本料金や水量

区分別の従量料金を設定しています。

今後、世代間の公平性を確保するために中長期的な視点から、更新事業とその事業

費を見極め、持続可能な健全経営と給水サービスの向上を念頭に、水道料金の適正化

が課題になっています。

【用語説明】

※1給水原価：有収水量1m3 を作ることに対し、どれだけの費用がかかっているかを示すもの。

{（営業費用＋営業外費用）－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費）}÷年間総有収水量 

第３章 水道事業の現状と課題
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表3.4 筑紫野市の基本料金体系表（税込）／平成26年 4月 1日施行 

メーター口径 金 額 

（消費税8％）   用 途 

13 mm 

一般用 822円 

一般集合用 504円 

業務用 822円 

20 mm 

一般用 1,450 円 

一般集合用 1,182 円 

業務用 1,450 円 

25 mm 3,651 円 

40 mm 9,195 円 

50 mm 16,251 円 

75 mm 35,475 円 

100 mm 62,475 円 

150 mm 143,619 円 

注） 区分 1ヵ月区分の水道料金単価表 

表 3.5 筑紫野市の従量料金体系表（税込）／平成26年 4月 1日施行 

使用水量 メーター口径 

金 額（消費税8％） 

一般用 
業務用 

臨時用 

1 ～ 5 m3まで 
13mm、20 mm 64 円 108円 

25 mm以上 162円 216円 

6 ～ 10 m3まで 
13 mm、20 mm 97 円 119円 

25 mm以上 172円 227円 

11 ～ 15 m3まで   172 円 270円 

16 ～ 20 m3まで   194 円 280円 

21 ～ 30 m3まで   280 円 345円 

31 ～ 40 m3まで   302 円 367円 

41 ～ 50 m3まで   367 円 378円 

51 ～ 100 m3まで   410 円 443円 

101 ～ 500 m3まで   432 円 493円 

501 m3以上   443 円 499円 

第３章 水道事業の現状と課題
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【主な課題】 

○施設整備にかかる費用の財源確保

○健全経営を念頭に、水道料金の適正化

○人材の育成と技術の継承

（3）人材および技術 

現在の水道サービス水準を将来にわたって維持・向上させるためには、技術の継承

を図りつつ、職員の能力活用と人材育成を図り、専門的な知識・経験を有する技術者

を継続的に養成・確保することが必要です。 

第３章 水道事業の現状と課題

上下水道料金総務課料金担当の窓口
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【主な課題】 

○環境負荷（電力使用量）の低減に向けた対策検討

３－４ 環境への配慮

全国の水道事業が使用する電力エネルギーは、全電力エネルギーの約 0.9%を占め

ており、今後、環境負荷の低減を目的とした省エネルギー対策が求められています。

本市の電力消費量は、その 70％程度が常松浄水場の浄水処理および送水のための

エネルギーであり、ポンプ効率の向上を目的とした更新や環境負荷（電力使用量）の

低減に向けた継続的な検討が課題となっています。 

第３章 水道事業の現状と課題

← 送水ポンプ（天拝坂中継ポンプ場） 

山神水道企業団から受水した浄水を天拝坂

低区配水池へ送水するための設備です。

送水ポンプ（常松浄水場）→ 

常松浄水場から阿志岐配水池へ送

水するための設備です。 
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